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令和 8 年度 教育行政執行方針 骨子 

 

〇教育行政に臨む基本方針 

 美唄市教育目標に掲げる「たしかな知性と豊かな心を育み 協力して郷土の発展

につくし 平和な国際社会の実現に貢献する心身ともにたくましい人間をめざし

て」を基本理念として、次の重点施策により、令和 8 年度の教育行政を推進する。 

第 7 期美唄市総合計画基本構想における都市像である「ともに支え合い 分かち

合う 田園文化創造都市 びばい」を実現するための 5 つの挑戦の 1 つである「地

域に根ざし、暮らしに学ぶまちづくり」を進める。 

 

＜重点施策＞ 

①安心して子育てできる環境の充実 

・働きながら子育てしやすい環境づくりや子育て世帯の経済的負担を軽減するな

ど、子育て世代が暮らしやすい環境づくりを目指す。 

 

②生きる力を育む教育と時代を担う人材育成 

・学力の向上と体力の向上については、継続的な課題として取り組むほか、地元の

暮らしを学ぶ農業体験学習や学校給食の充実を図る。 

・子どもたちが「確かな学力」を身につけ、未来を切り拓く力強い資質・能力を育

むため、ICT 教育の充実など教育環境の整備に努める。 

 

③文化・芸術を育む活動と生涯学習・スポーツの振興 

・郷土史料館を拠点として、地域資源や人材を活用し、生涯学習の推進を図る。 

・地域に根ざした文化芸術活動を育む生涯学習社会を目指す。 

・スポーツ健康都市宣言に基づき、運動やスポーツを通して、人とのつながりを育

み、より良い生活を身につけるため、ライフステージに応じたスポーツの推進を

目指す。 
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〇学校施設の整備

〇令和8年度の施策の体系

〇スポーツ施設の整備

〇文化芸術の振興

〇文化財等の保護

〇生涯スポーツの振興

〇スポーツ大会の誘致

〇新たな義務教育制度

〇豊かな心の育成

〇生涯学習活動の充実

〇健やかな体の育成

〇特別支援教育の充実

〇社会教育施設の充実

〇教職員研修の充実

3　社会教育 〇青少年の健全育成

〇信頼される学校づくり

〇幼児教育の充実

〇確かな学力の育成

大項目 小項目

1　幼児教育

2　学校教育
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令和 8年度教育行政執行方針と教育大綱との関連施策 

 

教育行政執行方針 教 育 大 綱 

１ はじめに 

 

 

２ 幼児教育 

〇幼児教育の充実 

・幼保小の連携 

・旧栄幼稚園の利活用（幼児教育ひろば） 

・私立幼稚園給食費無償化 

【基本目標３】 

「地域との連携・協働等の推進」 

・幼児教育の充実 

 

３ 学校教育 

〇確かな学力の育成 

 ・「確かな学力育成プラン」 

・ＩＣＴを活用した「学び」の推進 

・外国語活動・英語教育 

・地域と暮らしに学ぶ「農業科」推進事業 

・キャリア教育 

・家庭学習強化週間 

・市内道立高等学校との連携 

・市内道立高等学校に対する支援 

 ・ふるさと教育の推進 

 ・学校外における学習塾等の通塾支援 

・読書活動の推進  

【基本目標１】 

「社会から求められる力の育成」 

・義務教育における確かな学力の育成 

・教育ⅮⅩの推進 

・キャリア教育の充実 

・グローバル社会に求められる国際理解教育の推 

 進 

【基本目標２】 

「豊かな人間性と健やかな体の育成」 

・食農教育（農業科等）の推進 

・ふるさと教育の充実 

・コミュニケーション能力の育成 

【基本目標３】 

「地域との連携・協働等の推進」 

・学校・地域との連携・協働・共育の推進 

【基本目標４】 

「学びをつなぐ学校づくりの促進」 

・特色ある高校づくり 

・学校段階間の連携・接続の推進 

〇新たな義務教育制度 

・小中一貫校や義務教育学校の導入も含めたこれ

からの学校づくりの検討 

 

【基本目標１】 

「社会から求められる力の育成」 

・義務教育における確かな学力の育成 

〇豊かな心の育成 

・道徳教育の充実 

・不登校児童生徒対策（SC・SSW の活用） 

・適応指導教室の充実 

【基本目標２】 

「豊かな人間性と健やかな体の育成」 

・道徳教育の充実 

・いじめの防止や不登校児童生徒への支援の充実 
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・いじめ防止 

・体罰・虐待 

〇健やかな体の育成 

・望ましい食習慣の確立 

・学校給食を教材とした食農教育の推進 

・体力の向上（コオーディネーショントレーニング

の推進） 

・薬物乱用防止教育の推進 

【基本目標２】 

「豊かな人間性と健やかな体の育成」 

・体力・運動能力の向上 

・健康教育の推進 

 

〇特別支援教育の充実 

・個別の指導計画の作成・活用 

 

【基本目標１】 

「社会から求められる力の育成」 

・特別支援教育の充実 

〇信頼される学校づくり 

・地域に開かれた学校の実現 

・コミュニティスクールの活動の充実 

・就学援助制度 

・地域一斉参観日（美唄市教育の日） 

・教職員の不祥事防止 

・教職員の働き方改革 

・部活動の地域展開 

・教職員の健康管理 

・登下校時の安全対策 

【基本目標３】 

「地域との連携・協働等の推進」 

・個別最適な学びの推進 

【基本目標４】 

「学びをつなぐ学校づくりの促進」 

・学校運営の改善 

・学校安全教育の充実 

・教職員の働き方改革の推進 

 

〇教職員研修の充実 

・ＩＣＴ研修の充実 

・教職員サマーセミナー（ふるさと研修） 

【基本目標４】 

「学びをつなぐ学校づくりの促進」 

・教職員の資質・能力の向上 

〇学校施設の整備 

・小中学校の施設整備 

 

４  社会教育 

〇青少年の健全育成 

・青少年の健全育成活動 

・放課後児童施設 

 

〇生涯学習活動の充実 

・生涯学習・市民カレッジ講座の充実 

・郷土史料館の資料収集・展示の充実 

・図書館の蔵書の充実 

・レファレンスサービスの充実 

・子どもの読書活動  

 

【基本目標６】 

「地域に根ざし、暮らしに学ぶ生涯学習活動の推進」 

・地域資源や人材を活用した生涯学習の推進 

・未来を切り拓く歴史と文化遺産の継承 
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〇文化芸術の振興 

・文化活動団体等の連携 

・郷土史料館を拠点とした地域資源や人材を活用

した生涯学習の推進 

・公民館活動の充実 

・安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄での文 

化芸術交流の促進 

・アルテピアッツァ美唄の改修・整備 

【基本目標６】 

「地域に根ざし、暮らしに学ぶ生涯学習活動の推進」 

・芸術文化活動の推進 

・未来を切り拓く歴史と文化遺産の継承 

 

〇文化財等の保護 

・無形・有形文化財の保護 

・日本遺産登録の構成文化財の保全・活用 

【基本目標６】 

「地域に根ざし、暮らしに学ぶ生涯学習活動の推進」 

・地域資源や人材を活用した生涯学習の推進 

〇社会教育施設の充実 

・社会教育施設の活用 

・社会教育施設の改修・整備 

 

〇生涯スポーツの振興 

・スポーツ都市宣言に基づく生涯スポーツの推進 

 

【基本目標５】 

「スポーツを通じた地域づくりの推進」 

・ライフステージに応じた運動・スポーツによる

健康づくり 

〇スポーツ大会の誘致 

・スポーツ大会の誘致に向けた取組 

 

【基本目標５】 

「スポーツを通じた地域づくりの推進」 

・ライフステージに応じたスポーツによる地域の 

活性化 

〇スポーツ施設の整備 

・スポーツ施設の改修・整備 

【基本目標５】 

「スポーツを通じた地域づくりの推進」 

・ライフステージに応じたスポーツに親しむ場の 

確保 

５ むすび 
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